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河川法に基づく手続き

■河川法第１６条の２（河川整備計画）

第３項
河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関して学識
経験を有する者の意見を聞かなければばらない。

第４項
河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映
させるために必要な措置を講じなければならない。
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目的、意見聴取方法

■目的

○学識経験者の意見を聴取するために開催する流域委員会に対し、住民意見交換会等の意見聴取は、安倍川及び
藁科川への関心の高い方々及び地域住民の方々から広く意見を聴取するために開催する。

○住民意見交換会等の意見聴取においては、平成18年度までに開催された流域委員会と住民からの意見等を踏まえ
て作成した河川整備計画（原案）に対する意見を聴取するものとし、これら意見を踏まえて河川整備計画（案：修正原
案）を作成する。

■意見聴取方法

関係住民等からの意見聴取は、以下の方法を予定する。

○住民意見交換会（３地区、各１回を予定）
○「河川整備計画（原案）」の縦覧（事務所ホームペ－ジ、事務所・出張所窓口、市役所窓口）
○ハガキ付きパンフレット（パンフレット「安倍川水系河川整備計画（原案） の概要」にご意見ハガキを添付）
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■

■

■

駿河区
長田公民館
寺田131番地の1
TEL:054-257-0780
駐車場63台
部屋：第1会議室(80人)

葵区
ふしみや
呉服町2-3-1
TEL:054-253-2438
駐車場:無(駅周辺駐車場利用)
部屋：404（70人)

葵区
北部公民館
昭府二丁目14番1号
TEL:054-271-5111
駐車場36台
部屋：第6会議室(70人)

住民意見交換会の実施場所

▼開催地区割案
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行政区分 対象地区
1 静岡市　駿河区 10月30日(火) 18:30～20:30 ふしみや 4F ４０４号室 安倍川下流部左岸
2 静岡市　駿河区、葵区 11月 1日(木) 18:30～20:30 長田公民館 第１会議室 安倍川下流部右岸、藁科川
3 静岡市　葵区 11月 2日(金) 18:30～20:30 北部公民館 第６会議室 安倍川上流部

開催日 会　場



ハガキ付きパンフレットの作成等ハガキ付きパンフレット「安倍川水系河川整備計画
（原案） の概要」を配布し、意見聴取する。

■配布場所

事務所ホ－ムペ－ジ

事務所・出張所窓口

静岡市役所窓口等

ハガキ付きパンフ
レット

縦覧ブ－スの設置

ホ－ムペ－ジの環境設定

河川整備計画（原案）を縦覧する。

■縦覧場所

事務所ホ－ムペ－ジ

事務所・出張所窓口

静岡市役所窓口等

河川整備計画（原
案）の縦覧

開催案内の実施（事務所ホームペ－ジ

,案内チラシ配布など）

誰でも気楽に参加できる住民意見交換会を３地区に
おいて実施し、意見聴取する。

住民意見交換会

準 備 等内 容

■結果の公表について
住民意見交換会、縦覧、ハガキ付きパンフレットなどにより得られた意見は、治水・利水・環境の項目別に分類、集約し、
河川整備計画（原案）との関係を整理した上で取りまとめ、回答を行う。
○回答時期：河川整備計画（案）公表時
○回答方法：事務所ホ－ムペ－ジへの掲載

パンフレット設置場所での配布
事務所、出張所、静岡市窓口での配布
広報（かわせみのこえ）への概要掲載
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各種意見聴取方法の概要、結果の公表について


